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岩 尾 一 史* 6 
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はじめに 8 

中央アジアや敦煌莫高窟で発現した大量の古チベット語(1)文書群により，7～9 世紀の古代チベ 9 

ット帝国（吐蕃）期から，おおよそ 11世紀頃に及ぶ時代のチベット研究は大きく進展したことは 10 

周知の通りであり，なかでも古代チベット帝国における文書行政の存在は，中央アジア出土文書 11 

の中に帝国期の方印が押されたチベット語の公文書が複数発見されたことによってはじめて具体 12 

的に判明したのである(2)． 13 

これら公文書のうちのいくつかについては解読が進み(3)，特に手紙形式をとる文書については 14 

書式についての研究がすでにある（武内 1986; Takeuchi 1990）．しかし古代チベット帝国で使用さ 15 

れた公文書全体についての総合的な研究というのはいまだなく，また行政上の手続きや文書発行 16 

の過程などについても大半が未解明のままに置かれている．そもそも現存する公文書全体の総数 17 

もまだ把握されていないのが現状である．このような現状に鑑み，小稿では特に文書処理のプロ 18 

セスにかかる 3 つの術語 dbyang(s)，dkyigs，spad について検討し，その上で古代チベット帝国の 19 

行政手続きの一端を考察したい． 20 

1. dbyang(s) 21 

古代チベットの行政手続きにおいてしばしば現れる術語に dbyang(s) という動詞がある．例え 22 

ば『編年記』には次のとおりに現れる． 23 

【史料 1】 24 

冬，ツェンポはダクマルに行かれた．シャの林にて，ガル・グントンの審理を dbyangs した． 25 

（dgun btsan po brag mar du gshegs / sha tsal du mgar gung rton gyI zhal ce dbyangs nas） 26 

（『編年記』I 695年条, 第 120 行） 27 

                                                                                                                                                                    
* 龍谷大学文学部准教授（IWAO Kazushi, Associate Professor, Faculty of Letters, Ryukoku University） 
(1) 本稿でのチベット語翻字は Old Tibetan Documents Online 方式に依る（http://otdo.aa-ken.jp）． 
(2) チベット語文書に押された公印の種類については Spanien and Imaeda（1979, indice p. 17）の表が参考にな

る．また岩尾 2010 の公印と私印についての議論も参照されたい． 
(3) 例えば P.t.1089 については Lalou 1955 以来, 山口 1981，汶 1987，王・陳 1989，Scherrer-Schaub 2007 等

多くの訳注が存在し，P.t.1089 の一部に言及した研究については枚挙にいとまがない． 



岩 尾 一 史 78 

dbyangs が完了形であることは明らかであり，同動詞の未完了形は dbyong または dbyang と想 28 

定される．なお現行の辞書に dbyangs は登録されているものの，それは「歌う」の意味であり， 29 

明らかに上述の文脈には合わない．後で縷々引用する他の dbyang(s) についても同様であり，つ 30 

まり古チベット語における dbyang(s) は現行の辞書には登録されておらず，意味を用例から推測 31 

する必要がある．さて，この動詞の意味はどのように解釈されてきたであろうか． 32 

バコは史料 2 で引用した編年記記事の後半部分を “Ayant enregistré à Śa-cal le jugement de Mgar 33 

Gung-rton fut exécuté” と訳しているので，dbyangs を “fut exécuté” と解釈したようであるが（Bacot, 34 

Thomas, and Toussant 1940–46, p. 38），しかしその根拠は不明である．また編年記の代表的な研究を 35 

みても解釈は様々で，王・陳（1992, p. 148）は「宣諭」，黄・馬（2000, p. 44）は「宣布」，Dotson 36 

（2009, p. 98）は “held” とある．問題は，これらの諸解釈はいずれも文脈から意味を類推してい 37 

るようで，解釈の根拠を挙げていない点である． 38 

この語は他の文書にも現れる．代表的な例として P.t.1089 を挙げておこう． 39 

【史料 2】 40 

その後，お上に上言して，dbyangs して文書によって決定した序列は 41 

（snga slad du blar gsol nas / / dbyangste mchId kyis bcad pa'I gral [thabs?]」（P.t.1089, 第 3行） 42 

【史料 3】 43 

軍隊長が dbyangs して（dmag pon gyIs dbyangste）（P.t.1089, 第 13 行） 44 

史料 2 に関して，ラルーは P.t.1089の訳注にてこの語を suspendant（中断する，停止する）と訳 45 

すが（Lalou 1955, p. 10），やはりその根拠を示していない．一方で山口は「判断の定まらない状態 46 

に置かれることを言うのである」と説明した上でその根拠として Dagyab（1989, p. 436）の “dpyang 47 

thag”, “dpyang thag ’dzin pa” 項を引用し（1981, p. 36, n. 7），「取り上げて」と訳した（山口 1981, pp. 48 

14, 36, n. 7）．筆者も一度はこの解釈に依拠し，P.t.1078bis 中の同術語が含まれた箇所 dbyang pa’I 49 

gzhis（第 32行）を「取り上げられた案件」と訳したことがある（岩尾 2006, p. 8）．なおこの dpyang 50 

は dpyong ba（張 1993, p. 1646「吊掛，懸掛」）と明らかに関係している． 51 

その他，汶（1987 , p. 45）は「請示」，王・陳（1989, p. 109）は「決断」（第 13 行）とし，また 52 

シェーラ=シャプは “mis en examin” と訳すが，やはりその根拠が示されていない（Scherrer-Schaub 53 

2007, p. 282）． 54 

まとめると，この語には様々な解釈はあるものの，その合理的な根拠を挙げた先行研究は山口 55 

説以外にはない．では以下において，果たしてこの山口説が妥当なのか，あるいは他の解釈が成り 56 

立つのかについて別の角度からこの語の意味を考察してみよう(4)． 57 

                                                                                                                                                                    
(4) なお筆者がこの語の解釈の糸口を発見したのは，武内紹人・神戸市外国語大学教授主催の古チベット語研

究会（2009 年 7 月）の席上であった．当時一連のコータン国懸記を読んでいた際，偶然本文に説明したよ
うな dbyangs = 委細詳之の箇所を目にしたのである．武内氏，同文書を主に担当していた旗手瞳氏（大阪

古チベット語文書の行政術語 ── dbyang(s), dkyigs, spad ── 79 

敦煌出土のチベット文『于闐阿羅漢授記（Li yul gyi dgra bcom pas lung bstan pa）』(5)には次のよ 58 

うにある． 59 

【史料 4】 60 

王は，『彼らを追放するべきか否かについて，詳細に dbyongs せよ』と述べたので 61 

（rgyal pos 'dI dag bskrad pa'I rigs sam myI rigs da dung zhIb du dbyongs shig ces bsgo ba las） 62 

（IOL Tib J 601, 5a4. Cf. 朱 2010, p. 642） 63 

史料 4 に現れる dbyongs は明らかに dbyangs の命令形と解釈することができ，つまり今問題と 64 

なっている dbyangs である．幸いなことに『于闐阿羅漢授記』には漢訳の敦煌文書があるので 65 

（P.ch.2139「釈迦牟尼如来像法滅尽之記」）(6)，対応する箇所を確認してみよう． 66 

【史料 5】 67 

王告之曰(7)，合駆不駆，委細詳之 68 

（P.ch.2139「釈迦牟尼如来像法滅尽之記」，『大正蔵』No. 2090） 69 

史料 4 と史料 5 の内容を比較すると dbyongs ~ dbyangs が「之を詳らかにせよ（詳之）」と訳さ 70 

れていることがわかる．そこで dbyangs は「詳らかにする」あるいは「調べる，調査する，精査 71 

する」という意味であったことが判明する．この解釈は，史料 2，3にも適応することは間違いな 72 

い．ここで，かつて筆者（岩尾 2006, p. 8）が山口訳に依拠して解釈した P.t.1078bis 第 32 行の dbyang 73 

pa'I gzhis についても検証しておこう． 74 

【史料 6】 75 

調査された案件を，【万戸副長の】論ツェンスムツェンに【徴税官と万戸長書記が】報告した 76 

ところ（dbyangs pa 'I gzhis / blon btsan suM brtsan la zhus pa las /）（P.t.1078bis 第 32–33行） 77 

案件を調査した後でその内容を上役に報告するのは自然なプロセスであり，この解釈が妥当で 78 

あることがわかる．以上の考察により， dbyangs の意味を「詳らかにする，調べる，調査する， 79 

精査する」と確定したい． 80 
  81 

                                                                                                                                                                    
大学），ならびに当時の研究会参加者に深謝したい． 

(5) 本写本やチベット大蔵経所収も含めたいわゆる『于闐国懸記』については寺本 1923，Thomas 1935, pp. 1–
136，Emmerick 1967 など多くの研究がある．先行研究並びに関連情報については Uray 1979, pp. 288–294, 
朱 2010 に詳しい． 

(6) Cf. Pelliot 1914; ペリオ・羽田 1926; 諏訪 1937． 
(7) 『大正蔵』vol. 51, No. 2090, p. 996 では「王先之日」と誤写されている． 
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岩 尾 一 史 80 

2. dkyigs 82 

次に，dkyigs について考察したい．まずは P.t.1089 の次の例をみてみよう． 83 

【史料 7】 84 

事務官と秘書局員が調査し dkyIgs して報告したところ 85 

（rtsis pa dang / gsang la gtogs pas / dbyangs dkyIgste zhus pa las /）（P.t.1089, 第 70–71 行） 86 

史料 7 の例から分かるとおり，事務官と秘書局員は行政実務において「調査し（dbyangs）」た後 87 

に続いて dkyIgs という行為をなし，それに続いて「上言する（zhus）」ことがうかがえる．そうす 88 

ると，dkyigs とは，行政案件に対する「調査」と「報告」との間の行為であることが予想される． 89 

先行研究では同箇所を “retinrent”（Lalou 1955, p. 185），「差し戻し」（山口 1981, p. 21），「保留」 90 

（汶 1987, p. 48），「秉公弁事」（dbyangs dkyigs: 王・陳 1989, p. 111）と解釈しており，王・陳を除 91 

くとラルーの解釈に従っているようである．しかしラルーもこの解釈の根拠を挙げておらず，文 92 

脈からの類推であるらしい． 93 

では，この語をどのように解釈すべきであろうか．まず文法的にみて dkyigs は明らかに動詞の 94 

完了形である．そのままでは辞書に登録されていないが，似たような形の動詞として bkyigs pa 95 

（'khyig pa の完了形）が登録されており（Jäschke 1881, p. 50; 張 1993, p. 324）， b / d という添前 96 

字のヴァリアントがあるものの，この 2動詞が同一である可能性は高い．  97 

辞書によると，'khyig pa の意味は “to bind (a prisoner, a bundle of straw etc.)”（Jäschke 1881, p. 50）， 98 

「綁縛，捆綁，系，繋」（張 1993, p. 324）とある．いわば「縛る」といった意味であろうが，もし 99 

dkyigs pa と bkyigs pa が同一であるとすると，この語はどのような行政プロセスを表しているの 100 

であろうか． 101 

さて，ここで古代チベット帝国では判決を出すべき案件はどのように処理されていたのか，実 102 

際の文書から確認してみよう．チベット支配下の敦煌における土地争いに対する判決 P.t.1078bis 103 

を例にとると，その文書内容は次のように構成されている（岩尾 2006, pp. 9–10）． 104 

 1～3 行 ：案件の概要 105 

 4～14 行 ：王家から万戸副長への訴えの概要 106 

 14～24行 ：杜家の訴えの概要 107 

 24～27行 ：役人の調査結果 108 

 27～32行 ：隣人たちの証言 109 

 32～37行 ：万戸副長の判決 110 

第 1～24行半ばまでは事件の概要および当事者の主張の要点であり，第 24～27 行は調査を担当 111 

した役人の報告である．それに隣人たちの証言を付け加えた上で万戸副長の判決が述べられてい 112 

る．P.t.1078bis から想定される案件処理の順序は，⑴調査担当役人が事件を調査（dbyangs）して， 113 

古チベット語文書の行政術語 ── dbyang(s), dkyigs, spad ── 81 

⑵概要を作成し，⑶報告（zhus）を行い，⑷証言を集めて，⑸実際の裁判で判決を出す，というこ 114 

とになろう．そうすると，少なくとも P.t.1078 bis の例からみる限り，⑴「調査」と⑶「報告」の 115 

間に想定される作業は「概要の作成」である．先に述べたように，問題の dkyigs は調査（dbyangs） 116 

と報告（zhus）の間の作業であるから，dkyigs の想定する意味としては「概要の作成」ということ 117 

になる． 118 

では，dkyigs の「縛る」という意味と，「概要の作成」という想定される作業とはどのように繋 119 

がるのであろうか．ここで筆者が注意したいのは，古代チベット帝国の行政術語の中には木簡時 120 

代のそれが幾つかみられるという事実である．そもそも古代チベットが文字を使用した行政をは 121 

じめた当初，木簡が主要なメディアであり，紙が正式に導入されたのは 8 世紀に入ってかららし 122 

いことはすでに指摘されてきたとおりである(8)． 123 

例えば，842年に敦煌で記されたチベット語文書 P.t.999(9)に現れる 'phrin byang や mdzad byang 124 

なる語をみてみよう． 125 

【史料 8】 126 

【このことは】皇子（pho brang）の mdzad byang と 'phring byang，教団の管領の命令・デカ 127 

ムの大臣の 'phrin byang にもあった．（pho brang gI mdzad byang dang 'phrin byang / / chos gyI 128 

gzhI 'dzin dang bde blon gyi 'phrin byang las 'byung nas / /） 129 

（P.t.999, 第 7–8 行．Imaeda 1998, pp. 87–88; 岩尾 2010, pp. 45–46） 130 

史料 8 の文中に mdzad byang と 'phrin byang なる語が現れる．byangは「木簡」(10)であるから， 131 

逐語訳的には前者は「手紙（'phrin）の木簡」，後者は「親筆（mdzad）の木簡」である．また P.t.1089 132 

（第 43, 51行）にも 'phrin byang が現れ，山口（1981, p. 19）はこれを「通達牌」と訳している． 133 

しかしこの文書が発行された 9 世紀前半においてこれらが実際に木簡であるとは考えにくく，木 134 

簡時代の文書形式の呼称が紙にもそのまま適用されたと考えるべきであろう． 135 

このように考えると，dkyigs も木簡時代に成立した術語である可能性が出てこよう．そのよう 136 

な可能性を想定したとき，一連の木簡を「束ねる」という表現から原義が転じて「（事案を）総括 137 

する，要約する」という語義をもっていたものと解釈することもできるのではなかろうか．もちろ 138 

ん以上の考察は推論で成り立っており最終的な結論とは言い難いが(11)，既知の用例には十分に適 139 

合する．今後の用例の増加を待ちたい． 140 
                                                                                                                                                                    
(8) 木簡から紙への移行についての議論について簡便に知るには Uebach 2008 を参照されたい．なおチベッ

ト帝国では紙導入後も木簡は並行して使用され続けた．チベット語木簡については武内 2003, 武内 2004; 
武内・舘野 2004 を参照されたい． 

(9) P.t.999 の代表的訳注として Imaeda 1998 がある． 
(10) Thomas 1955, p. 160 を参照されたい． 
(11) なお本稿では木簡時代に成立した語であると仮定したが，あるいは紙文書の場合にでも「束ねる」＝「ま

とめる，総括する」という解釈は成り立つのかもしれない．ただしチベット帝国の文書行政における紙文
書の登場が比較的遅いことを考慮すると，本稿で考察するような基本的プロセスに関わる術語はやはり木
簡時代に成立していたと考えたい． 
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2. dkyigs 82 

次に，dkyigs について考察したい．まずは P.t.1089 の次の例をみてみよう． 83 

【史料 7】 84 

事務官と秘書局員が調査し dkyIgs して報告したところ 85 

（rtsis pa dang / gsang la gtogs pas / dbyangs dkyIgste zhus pa las /）（P.t.1089, 第 70–71 行） 86 

史料 7 の例から分かるとおり，事務官と秘書局員は行政実務において「調査し（dbyangs）」た後 87 

に続いて dkyIgs という行為をなし，それに続いて「上言する（zhus）」ことがうかがえる．そうす 88 

ると，dkyigs とは，行政案件に対する「調査」と「報告」との間の行為であることが予想される． 89 

先行研究では同箇所を “retinrent”（Lalou 1955, p. 185），「差し戻し」（山口 1981, p. 21），「保留」 90 

（汶 1987, p. 48），「秉公弁事」（dbyangs dkyigs: 王・陳 1989, p. 111）と解釈しており，王・陳を除 91 

くとラルーの解釈に従っているようである．しかしラルーもこの解釈の根拠を挙げておらず，文 92 

脈からの類推であるらしい． 93 

では，この語をどのように解釈すべきであろうか．まず文法的にみて dkyigs は明らかに動詞の 94 

完了形である．そのままでは辞書に登録されていないが，似たような形の動詞として bkyigs pa 95 

（'khyig pa の完了形）が登録されており（Jäschke 1881, p. 50; 張 1993, p. 324）， b / d という添前 96 

字のヴァリアントがあるものの，この 2動詞が同一である可能性は高い．  97 

辞書によると，'khyig pa の意味は “to bind (a prisoner, a bundle of straw etc.)”（Jäschke 1881, p. 50）， 98 

「綁縛，捆綁，系，繋」（張 1993, p. 324）とある．いわば「縛る」といった意味であろうが，もし 99 

dkyigs pa と bkyigs pa が同一であるとすると，この語はどのような行政プロセスを表しているの 100 

であろうか． 101 

さて，ここで古代チベット帝国では判決を出すべき案件はどのように処理されていたのか，実 102 

際の文書から確認してみよう．チベット支配下の敦煌における土地争いに対する判決 P.t.1078bis 103 

を例にとると，その文書内容は次のように構成されている（岩尾 2006, pp. 9–10）． 104 

 1～3 行 ：案件の概要 105 

 4～14 行 ：王家から万戸副長への訴えの概要 106 

 14～24行 ：杜家の訴えの概要 107 

 24～27行 ：役人の調査結果 108 

 27～32行 ：隣人たちの証言 109 

 32～37行 ：万戸副長の判決 110 

第 1～24行半ばまでは事件の概要および当事者の主張の要点であり，第 24～27 行は調査を担当 111 

した役人の報告である．それに隣人たちの証言を付け加えた上で万戸副長の判決が述べられてい 112 

る．P.t.1078bis から想定される案件処理の順序は，⑴調査担当役人が事件を調査（dbyangs）して， 113 

古チベット語文書の行政術語 ── dbyang(s), dkyigs, spad ── 81 

⑵概要を作成し，⑶報告（zhus）を行い，⑷証言を集めて，⑸実際の裁判で判決を出す，というこ 114 

とになろう．そうすると，少なくとも P.t.1078 bis の例からみる限り，⑴「調査」と⑶「報告」の 115 

間に想定される作業は「概要の作成」である．先に述べたように，問題の dkyigs は調査（dbyangs） 116 

と報告（zhus）の間の作業であるから，dkyigs の想定する意味としては「概要の作成」ということ 117 

になる． 118 

では，dkyigs の「縛る」という意味と，「概要の作成」という想定される作業とはどのように繋 119 

がるのであろうか．ここで筆者が注意したいのは，古代チベット帝国の行政術語の中には木簡時 120 

代のそれが幾つかみられるという事実である．そもそも古代チベットが文字を使用した行政をは 121 

じめた当初，木簡が主要なメディアであり，紙が正式に導入されたのは 8 世紀に入ってかららし 122 

いことはすでに指摘されてきたとおりである(8)． 123 

例えば，842年に敦煌で記されたチベット語文書 P.t.999(9)に現れる 'phrin byang や mdzad byang 124 

なる語をみてみよう． 125 

【史料 8】 126 

【このことは】皇子（pho brang）の mdzad byang と 'phring byang，教団の管領の命令・デカ 127 

ムの大臣の 'phrin byang にもあった．（pho brang gI mdzad byang dang 'phrin byang / / chos gyI 128 

gzhI 'dzin dang bde blon gyi 'phrin byang las 'byung nas / /） 129 

（P.t.999, 第 7–8 行．Imaeda 1998, pp. 87–88; 岩尾 2010, pp. 45–46） 130 

史料 8 の文中に mdzad byang と 'phrin byang なる語が現れる．byangは「木簡」(10)であるから， 131 

逐語訳的には前者は「手紙（'phrin）の木簡」，後者は「親筆（mdzad）の木簡」である．また P.t.1089 132 

（第 43, 51行）にも 'phrin byang が現れ，山口（1981, p. 19）はこれを「通達牌」と訳している． 133 

しかしこの文書が発行された 9 世紀前半においてこれらが実際に木簡であるとは考えにくく，木 134 

簡時代の文書形式の呼称が紙にもそのまま適用されたと考えるべきであろう． 135 

このように考えると，dkyigs も木簡時代に成立した術語である可能性が出てこよう．そのよう 136 

な可能性を想定したとき，一連の木簡を「束ねる」という表現から原義が転じて「（事案を）総括 137 

する，要約する」という語義をもっていたものと解釈することもできるのではなかろうか．もちろ 138 

ん以上の考察は推論で成り立っており最終的な結論とは言い難いが(11)，既知の用例には十分に適 139 

合する．今後の用例の増加を待ちたい． 140 
                                                                                                                                                                    
(8) 木簡から紙への移行についての議論について簡便に知るには Uebach 2008 を参照されたい．なおチベッ

ト帝国では紙導入後も木簡は並行して使用され続けた．チベット語木簡については武内 2003, 武内 2004; 
武内・舘野 2004 を参照されたい． 

(9) P.t.999 の代表的訳注として Imaeda 1998 がある． 
(10) Thomas 1955, p. 160 を参照されたい． 
(11) なお本稿では木簡時代に成立した語であると仮定したが，あるいは紙文書の場合にでも「束ねる」＝「ま

とめる，総括する」という解釈は成り立つのかもしれない．ただしチベット帝国の文書行政における紙文
書の登場が比較的遅いことを考慮すると，本稿で考察するような基本的プロセスに関わる術語はやはり木
簡時代に成立していたと考えたい． 
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3. spad 141 

この語は公文書の文末に現れる動詞であり，例えば次のとおりである． 142 

【史料 9】 143 

モルゴラザンが spadした．（mol go lha bzang gis spad）（P.t.1120，第 14行） 144 

【史料 10】 145 

ヌプ・ラジクが spadした．王タクジクが筆記した． 146 

（gnubs lha gzigs gyIs sphad / wang stag zigs gyis bris / /）（P.t.1113） 147 

この語についてはすでに一定程度の考証を行っているので（岩尾 2010, p. 44, n. 37），本稿で詳細 148 

に述べて屋上屋を架すことは避けて，結論のみ簡単に述べておこう．この語は山口（1981, p. 43, n. 149 

105）が動詞 dpod の異綴りであると見抜き，Dagyab（1989, p. 436）を参照しつつ「口述筆記させ 150 

る」と訳した（また張 1993, p. 1641 の dpod pa 項「口授，述誦，口述．令人循声記録時的口誦」 151 

も参照されたい）．すなわち，史料 9・10の spad ~ sphad は，dpod「口述する」の完了形 dpad「口 152 

述した」の異綴と解釈すべきである．この解釈により史料 10 を見直すと，公文書の文末にヌプ・ 153 

ラジクが口述し，また王タクジクが筆記したとあるから，文書作成の際に，その内容を口述する人 154 

間がいて，それを書き取りした筆記人がいたということになる．ではこのような，一見すると煩雑 155 

な作業が行なわれた理由については，次に掲げる P.t.1089 の一節が解決の糸口を与える． 156 

【史料 11】 157 

尚ツェンザンと尚ティツェンと尚ギェルツェンと尚ティドグジェが決定し，各万戸にそれぞ 158 

れ公文書を与える（zhang btsan bzang dang / zhang khrI brtsan dang zhang rgyal tsan dang / zhang 159 

khri dog rjes mchid kyIs bcade / khri sde re re / phyag rgya re re stsal）（P.t.1089, 第 71–73 行） 160 

史料 11 の例では，4 人の官僚が決定したことが文書として各万戸に頒布されたわけである．そ 161 

の時の作成過程はおそらく，一人の役人が口述し，複数の書記が一斉に筆写したというものだっ 162 

たのであろう． 163 

さらに，チベット語文書には幾度か bla dpe（lit. 「上」の写本）と 'og dpe（lit. 「下」の写本） 164 

そして zla dpe（lit. 複製の写本）なる語が現れ(12)，bla dpe は発給元に残された元本，'og dpe と 165 

zla dpe は発給された文書の意味であるようだ．この解釈が正しいとすると，文書が発行された際 166 

には元本と発給された文書という少なくとも 2 通の文書が作られたことになる．しかも裁判に関 167 

わる文書である P.t.1078bis の文末（37 行）には当該文書を「杜と王それぞれのところで保管する 168 

ために与えた」（do dang wang re re 'chang du stsald：岩尾 2006, p. 9）とあるから，原本とさらに係 169 
                                                                                                                                                                    
(12) 例えば P.t.999 の第 12 行に bla dpe が，P.t.1089 の第 79 行や P.t.1217 の第 4, 12 行に 'og dpe が，P.t.1089

の第 22, 28, 69 行に zla dpe が現れる．'og dpe と zla dpe の違いなど，3 語の詳細については更なる研究
が必要である． 

古チベット語文書の行政術語 ── dbyang(s), dkyigs, spad ── 83 

争者の双方にそれぞれ文書を発行し，結果として合計 3 通が作成されたことになる．そうすると， 170 

チベット帝国の文書行政では文書を複数作成することが元々想定されていたのであるから，原本 171 

（bla dpe）を作成した後でそれを口述し，複数の筆記人が通達・通知用に作成される複製の文書 172 

（＝ 'og dpe, zla dpe）を同時に作成していたとしても全く不思議はないのである． 173 

4. おわりに：事件の調査から文書発行にいたるプロセス 174 

ここまで dbyangs，dkyigs，spad という 3 つの術語について考察してきた．考察の結果を，以下 175 

に確認しておこう． 176 

まず訴訟などの案件があがってくると，まずは案件の下調べにあたる役人たちが調査を行い 177 

（dbyangs），その結果をまとめて（dkyigs），報告を行う（zhus）．報告を受け取った上役たちは案 178 

件に対する判断を下すが，その際に「文書により決定」（mchid kyis bcad）と記されるように判断を 179 

口頭ではなく文書の形で判断を示す．決定事項を知らせるためにはやはり文書が発行されるが， 180 

その際には役人が文書を口述し（spad），書記がその内容を筆記する（bris）という形式がとられた． 181 

以上の考察により，古代チベット帝国における事件調査と文書発信までのプロセスの一端をう 182 

かがい知ることができた．ただし，本稿で判明したのはあくまでも行政プロセスの一部であり，古 183 

代チベット帝国の文書行政の全体像はいまだ不明な部分が多いと言わざるを得ない．今後，引き 184 

続き古チベット語行政文書から文書発信のプロセスを抽出する作業を続けていく必要があろう． 185 

一次史料・略号 186 

P.t.：Pelliot tibétain 187 
『大正蔵』：『大正新脩大蔵經』． 188 
『編年記』I: Pelliot tibétain 1288 + IOL Tib J 750. Cf. Dotson 2009, pp. 81–125. 189 
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3. spad 141 

この語は公文書の文末に現れる動詞であり，例えば次のとおりである． 142 

【史料 9】 143 

モルゴラザンが spadした．（mol go lha bzang gis spad）（P.t.1120，第 14行） 144 

【史料 10】 145 

ヌプ・ラジクが spadした．王タクジクが筆記した． 146 

（gnubs lha gzigs gyIs sphad / wang stag zigs gyis bris / /）（P.t.1113） 147 

この語についてはすでに一定程度の考証を行っているので（岩尾 2010, p. 44, n. 37），本稿で詳細 148 

に述べて屋上屋を架すことは避けて，結論のみ簡単に述べておこう．この語は山口（1981, p. 43, n. 149 

105）が動詞 dpod の異綴りであると見抜き，Dagyab（1989, p. 436）を参照しつつ「口述筆記させ 150 

る」と訳した（また張 1993, p. 1641 の dpod pa 項「口授，述誦，口述．令人循声記録時的口誦」 151 

も参照されたい）．すなわち，史料 9・10の spad ~ sphad は，dpod「口述する」の完了形 dpad「口 152 

述した」の異綴と解釈すべきである．この解釈により史料 10 を見直すと，公文書の文末にヌプ・ 153 

ラジクが口述し，また王タクジクが筆記したとあるから，文書作成の際に，その内容を口述する人 154 

間がいて，それを書き取りした筆記人がいたということになる．ではこのような，一見すると煩雑 155 

な作業が行なわれた理由については，次に掲げる P.t.1089 の一節が解決の糸口を与える． 156 

【史料 11】 157 

尚ツェンザンと尚ティツェンと尚ギェルツェンと尚ティドグジェが決定し，各万戸にそれぞ 158 

れ公文書を与える（zhang btsan bzang dang / zhang khrI brtsan dang zhang rgyal tsan dang / zhang 159 

khri dog rjes mchid kyIs bcade / khri sde re re / phyag rgya re re stsal）（P.t.1089, 第 71–73 行） 160 

史料 11 の例では，4 人の官僚が決定したことが文書として各万戸に頒布されたわけである．そ 161 

の時の作成過程はおそらく，一人の役人が口述し，複数の書記が一斉に筆写したというものだっ 162 

たのであろう． 163 

さらに，チベット語文書には幾度か bla dpe（lit. 「上」の写本）と 'og dpe（lit. 「下」の写本） 164 

そして zla dpe（lit. 複製の写本）なる語が現れ(12)，bla dpe は発給元に残された元本，'og dpe と 165 

zla dpe は発給された文書の意味であるようだ．この解釈が正しいとすると，文書が発行された際 166 

には元本と発給された文書という少なくとも 2 通の文書が作られたことになる．しかも裁判に関 167 

わる文書である P.t.1078bis の文末（37 行）には当該文書を「杜と王それぞれのところで保管する 168 

ために与えた」（do dang wang re re 'chang du stsald：岩尾 2006, p. 9）とあるから，原本とさらに係 169 
                                                                                                                                                                    
(12) 例えば P.t.999 の第 12 行に bla dpe が，P.t.1089 の第 79 行や P.t.1217 の第 4, 12 行に 'og dpe が，P.t.1089

の第 22, 28, 69 行に zla dpe が現れる．'og dpe と zla dpe の違いなど，3 語の詳細については更なる研究
が必要である． 
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争者の双方にそれぞれ文書を発行し，結果として合計 3 通が作成されたことになる．そうすると， 170 

チベット帝国の文書行政では文書を複数作成することが元々想定されていたのであるから，原本 171 

（bla dpe）を作成した後でそれを口述し，複数の筆記人が通達・通知用に作成される複製の文書 172 

（＝ 'og dpe, zla dpe）を同時に作成していたとしても全く不思議はないのである． 173 

4. おわりに：事件の調査から文書発行にいたるプロセス 174 

ここまで dbyangs，dkyigs，spad という 3 つの術語について考察してきた．考察の結果を，以下 175 

に確認しておこう． 176 

まず訴訟などの案件があがってくると，まずは案件の下調べにあたる役人たちが調査を行い 177 

（dbyangs），その結果をまとめて（dkyigs），報告を行う（zhus）．報告を受け取った上役たちは案 178 

件に対する判断を下すが，その際に「文書により決定」（mchid kyis bcad）と記されるように判断を 179 

口頭ではなく文書の形で判断を示す．決定事項を知らせるためにはやはり文書が発行されるが， 180 

その際には役人が文書を口述し（spad），書記がその内容を筆記する（bris）という形式がとられた． 181 

以上の考察により，古代チベット帝国における事件調査と文書発信までのプロセスの一端をう 182 

かがい知ることができた．ただし，本稿で判明したのはあくまでも行政プロセスの一部であり，古 183 

代チベット帝国の文書行政の全体像はいまだ不明な部分が多いと言わざるを得ない．今後，引き 184 

続き古チベット語行政文書から文書発信のプロセスを抽出する作業を続けていく必要があろう． 185 

一次史料・略号 186 

P.t.：Pelliot tibétain 187 
『大正蔵』：『大正新脩大蔵經』． 188 
『編年記』I: Pelliot tibétain 1288 + IOL Tib J 750. Cf. Dotson 2009, pp. 81–125. 189 
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